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１ 事業内容・目的 
  区内中小企業が、 経済と 環境の好循環を目指すグリ ーント ラ ンス フ ォ ーメ ーショ ン（ Ｇ Ｘ ） 経営に取り 組

むために行う 設備投資に要する 経費を補助する こ と で、 脱炭素経営に取り 組むこ と によ る ブラ ンド 構築を通

じ た競争力強化及びコ ス ト 低減によ る 経営基盤強化を促進し 、 事業活動の持続化及び地域経済の一層の活性

化を図る こ と を 目的と する も のです。  

 

２ 補助対象者 
  次の全ての要件に該当する 場合が対象です。  

 ○ 中小企業基本法（ 昭和３ ８ 年法律第１ ５ ４ 号） 第２ 条に規定する 中小企業者で区内に本社（ 法人に

ついては登記上の本店、 個人事業者については主たる 事業所） を 有する 者 

 ○ 大企業（ 中小企業基本法第２ 条第１ 項に規定する 中小企業者以外の事業を 営む者を いう 。 ） が経営

に実質的に参画し ない事業者 

 ○ 申告の完了し た直近の事業年度分の法人都民税又は前年度分の個人住民税を 滞納し ていない者 

 ○ 荒川区暴力団排除条例（ 平成２ ４ 年荒川区条例第２ 号） 第２ 条第３ 号に規定する 暴力団関係者がそ

の経営に関与し ない事業者 

 ○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 法律（ 昭和２ ３ 年法律第１ ２ ２ 号） 第２ 条に規定す

る 営業を 営む者でない者 

 ○ 補助金の交付申請の時点で、 区内に本社を 有する こ と と なっ た日から 起算し て１ 年以上区内で継続

し て事業を 営み、 かつ、 引き 続き 区内で継続し て事業を 営む意向のある 者 

 

３ 補助対象事業 
  経済と 環境の好循環を目指すＧ Ｘ の実現につながる 事業用途限定の設備の導入を行う も ので、 以下の６ 種

類の設備の導入が対象です。  

①生産、 販売等事業活動に必要な設備  ②空調設備         ③照明設備 

④小型ボイ ラ ー設備          ⑤再生可能エネルギー設備  ⑥蓄電池 

※ ①は、 事業活動において現に使用し ている 設備を同等以上の出力・ 能力を有する 設備に更新する も ので

あって、 新規設備が既存設備と 比較し エネルギー使用量の削減が 1 0 ％以上見込ま れる も の又は既存設備

の発売から 1 0 年以上経過し た後に発売さ れたも のを導入する 場合が対象です。  

なお、電気等の削減に直接繋がら ないも の（ 断熱窓等）や車両等汎用的に利用でき る も のは対象外です。  

※ ②～⑤は、 申請時点で東京都「 都内の中小規模事業所における 地球温暖化対策推進のための導入推奨機

器指定要綱」 第２ の指定基準を満たすも の（ ②～④は更新に限り 、 既存設備よ り エネルギ

ー使用量の削減が見込ま れる も の又は既存設備よ り 後に発売さ れたも のである こ と ）を導

入する 場合が対象です（ 東京都ホームページの中小企業者向け「 省エネ促進税制対象機器」

の「 導入推奨機器検索」 において、 対象製品を確認可能） 。  

【 ＵＲ Ｌ 】 https://www 8 .ka nkyo.metro.tokyo.lg .jp/eco_ energ y/bca 2 4 5 f f b/index.php 

※ ⑥は、 申請時点で国の事業（ ネッ ト ・ ゼロ ・ エネルギー・ ハウ ス（ ZEH） 支援事業） で補助対象機器と

し て登録（ 前年度実施事業における 登録済製品を含む） さ れていて、 太陽光発電設備と 連

携する も の（ 更新の場合、 既存設備よ り 後に発売さ れたも のである こ と ） を導入する 場合

が対象です（ 一般社団法人環境共創イ ニシアチブホームページの ZEH 支援事業「 蓄電シ

ス テム登録済製品一覧」 において、 対象製品を確認可能） 。  

【 ＵＲ Ｌ 】 https://s ii.or.jp/zeh/ba ttery/sea rch/ 

※ ①には、 ②～⑥を含みま せん。  

※ ②～⑥は、 中古品は対象外です。  

※ 賃借等をする 事業所への設備の設置に関し て、 事業所の所有者から の同意がない場合は、 対象外です。 

https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/eco_energy/bca245ffb/index.php
https://sii.or.jp/zeh/battery/search/
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４ 補助金額 
【 一般】  

○ 補助率 ２ 分の１  

  ○ 限度額 １ ０ ０ 万円 

【 特例】  

   Ｉ Ｓ Ｏ １ ４ ０ ０ １ 、 Ｉ Ｓ Ｏ ５ ０ ０ ０ １ 、 エコ アク ショ ン２ １ 又はエコ ス テージ（ ス テージ２ 以上） のい

ずれかの認証を受けている 場合の補助率及び補助限度額は以下のと おり です。  

  ○ 補助率 ３ 分の２  

  ○ 限度額 ２ ０ ０ 万円 

※ 補助金額は、 千円未満の端数を切り 捨てま す。  

※ 不正な手段での補助金受領、 計画目的以外への流用等の場合は、 既に交付を受けた補助金全額の返還及

び違約加算金等を納付し ていただき ま す。  

 

５ 補助対象経費 
  「 ３  補助対象事業」 に記載の設備の導入に要する 経費です。  

なお、 交付決定前に経費の支払いや設備の設置が完了し ている 場合、 支払いに関する 書類に不備がある 場

合の他、 リ ース 料や消費税・ 振込手数料等の間接経費は対象外です。  

※ 設備導入経費２ ０ 万円以上が対象です。  

※ 国・ 東京都等区以外の機関から 補助金を受ける 場合は、 当該補助金額を差し 引いた後の金額を対象経費

と し ま す。  

 

６ 交付申請 
（ １ ） 交付申請前に、 区が指定する 専門家（ 中小企業診断士等） によ る 設備の設置予定箇所や規格についての

確認が必要なため、 専門家派遣申請書（ 別記第１ 号様式の１ ） をご提出く ださ い。  

（ ２ ） 専門家によ る 確認後、 次の申請書類（ 各１ 部） をご提出く ださ い。  

・  補助金交付申請書（ 別記第１ 号様式）  

・  計画書（ 様式第１ ）  

・  収支予算書（ 様式第２ ）  

【 法人の場合】  

・  登記事項証明書の写し（ 発行から 3 か

月以内のも の）  

・  法人事業概況説明書 

・  法人都民税の納税証明書（ 非課税証明

書） の写し （ 荒川都税事務所発行）  

   

【 個人事業主の場合】  

・  開業届の写し  

・  青色申告決算書ま たは収支内訳書の写し  

・ 納税証明書（ 非課税証明書） の写し  

個人事業主（荒川区民）：個人住民税（荒川区役所発行） 

個人事業主（荒川区民以外）：個人住民税（居住自治体発

行）と事業所課税 （荒川区役所発行） 

・  見積書の写し （ 補助対象経費が４ ０ 万円以上のと き は、 ２ 者以上から 提出を受けた見積書の写し ）  

・  Ｉ Ｓ Ｏ １ ４ ０ ０ １ 、 Ｉ Ｓ Ｏ ５ ０ ０ ０ １ 、 エコ アク ショ ン２ １ 又はエコ ス テージ（ ス テージ２ 以上） の

認証を受け、 特例の利用を希望する 場合、 いずれかの認証を受けている こ と を確認でき る も の 

・  現況の写真（ 新設の場合は設置予定箇所、 更新の場合は既存設備を含めたも の。 複数の機器を設置す

る 場合は、 全ての箇所の写真）  

・  「 ３  補助対象事業」 に記載の②～⑥の設備を導入する 場合、 当該設備が補助対象機器と し て登録さ

れている こ と がわかる も の（ 東京都又は一般社団法人環境共創イ ニシアチブのホームページでの検索結

果のハード コ ピー等）  

・  設置に係る 同意書（ 事業所を賃借等し ている 場合のみ。 任意の様式）  



令和８年度 荒川区中小企業ＧＸ経営推進支援事業補助金 募集要項 

- 2 - 
 

※ 上記の派遣申請書や交付申請書等の様式は、 受付相談窓口でお渡し し ま す。  

 

７ 交付決定 
申請書類の正式受理後、 ご提出いただいた書類に基づき 、 エネルギー使用量の削減が１ ０ ％以上見込ま れ

る も のか、 都や国の補助対象機器と し て登録さ れている も のかなどの観点から 交付の可否を決定し ま す。  

※ 交付決定通知に記載の交付決定額は予定額です。  

 

８ 実績報告 
設備の設置後、 次の報告書類（ 各１ 部） をご提出く ださ い。  

【 報告書提出最終期限】  

令和９ 年３ 月３ １ 日（ 水） 消印有効 ※ 窓口に持参の場合は、 令和９ 年３ 月３ １ 日（ 火） １ ７ 時ま で。  

・  補助金実績報告書（ 別記第７ 号様式）  

・  収支決算書（ 様式第４ ）  

・  支出を証明する 書類（ 契約書、 領収書等の写し ）  

・  設置後の写真（ 複数の機器を設置し た場合は、 全ての箇所の写真）  

※ 上記の別記第７ 号関連様式は、 補助金の交付が決定し た申請者にお渡し し ま す。  

※ 補助金のお支払いは実績報告後になり ま す。 設備の設置後、 早めにご報告いただければ、 その分、 補助

金のお支払い手続き が早く なり ま す。  

 

９ 補助金額の確定及び交付 
ご提出いただいた実績報告書類の確認を行い、 補助金額を確定し ま す。 その後、 申請者から ご提出いただ

く 請求書（ 別記第９ 号様式） に基づき 、 補助金をご指定の口座に振り 込みま す。  

※ 補助金の確定額は、 交付決定額を上回る こ と はあり ま せん。  

※ 上記の別記第９ 号様式は、 補助金額が確定し た申請者にお渡し し ま す。  

 

10 企業化状況報告 
補助対象経費が税抜１ ０ ０ 万円以上又は特例（ 環境認証取得） によ る 補助を受けた場合、 補助年度終了後

５ 年間、 毎会計年度終了時に過去１ 年間の「 企業化状況報告書」 の提出が必要です。 ま た、 補助を受けた設

備投資によ り 収益が生じ たと き は、 収益の全部又は一部を納付いただく 場合があり ま す。  

＜交付申請等の一連の流れ＞ 

申請者 荒川区 

①専門家派遣申請  

 ②専門家訪問・ 条件確認 

③交付申請  

 ④審査及び交付決定 

※交付決定額が上限予定額です。  

⑤設備購入・ 設置  

 ⑥専門家訪問・ 設置確認 

※設置及び支払完了のご 連絡を いただき 次第、 専門家が伺いま す。 

⑦実績報告  

 ⑧補助金額確定 

※実際の支払済経費を 基に確定し ま す。  

⑨補助金請求  

 ⑩補助金支払い 

⑪企業化状況報告・ 収益納付（ ５ 年間）  

※補助対象経費１ ０ ０ 万円以上( 税抜) 又は特例利用者 
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11 補助金の交付決定の取り消し及び返還 
申請内容の変更等が生じ た場合の届出や実績報告等の提出義務を遵守し ない場合に加えて、不正の手段に

よ り 補助金の交付を受ける など し た場合は、 補助金の交付決定の全部又は一部を取り 消すこ と があり ま す。

こ の際、 既に交付済の補助金については、 原則と し て違約金等を加算の上、 期限を定めて返還し ていただき

ま すので、 十分にご注意く ださ い。  

 

12 設備導入後の財産処分 
導入し た減価償却資産の耐用年数が経過する 前の一定期間内に、 廃棄・ 譲渡等を行う 場合は、 区から 事前

に承認を受ける 必要があり ま す。 ま た、 補助金の全部又は一部を返還し ていただく 場合があり ま す。  

 

13 その他 
○ 同一の申請者について補助額が合計１ ０ ０ 万円（ 特例利用の場合は、 ２ ０ ０ 万円） になる ま で、「 ３  補

助対象事業」 に記載の①～⑥の設備導入に際し 、 補助金を利用でき ま す。  

※ 同一年度内に、 同じ 種類の設備の導入に関し て、 補助金を利用する こ と はでき ま せん。  

※ 特例の利用は、 同一年度内に 1 回限り です。  

○ 申請等に使用する 代表者印（ 法人、 個人事業主と も に実印。 認印や社判は不可） は統一し てく ださ い。 

○ 申請や実績報告等の手続き の際に要する 経費（ 書類の作成、 提出に要する 経費） は全て申請者の負担と

なり ま すので、 予めご了承く ださ い。  

 

14 交付申請等の受付相談窓口 
申請書・ 実績報告書は受付相談窓口にご提出く ださ い。 ま た、 提出書類や手続について不明な点につき ま

し ても 、 受付相談窓口へお気軽にお問い合わせく ださ い。  

 

 〔受付相談窓口〕 
荒川区 産業経済部 

〒1 1 6 -8 5 0 1  東京都荒川区荒川 2 -2 -3  代表電話： 0 3 -3 8 0 2 -3 1 1 1  FAX： 0 3 -3 8 0 3 -2 3 3 3  

○産業振興課商業振興係（ 商 業 ・ サ ー ビ ス 業 の 方）  内線４ ６ ８  

○経営支援課経営支援係（ 製造業・ 建設業・ 運輸業等の方 ）  内線４ ７ ４  


